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会　議　録 
 

会　議　名 

（審議会等名）
令和７年度　第４回　川西市都市計画審議会

 
事　務　局 

（担　当　課）
　都市政策部　都市政策課

 
開 催 期 日 令和８年３月 17 日（火）　10：00～10：20

 
開 催 場 所

オンライン開催 

（川西市役所　４階庁議室　他）

  

出 

 

席 

 

者

委　　員 

（敬称略）

久・水野・田中・横田・荻田・斯波・岡田・加藤・川北・西山・坂口・嶋本・ 

井口

 
事 務 局

〔都市政策部〕小林・小野・堀内 

〔都市政策課〕榮・長嶋・前田・奥田
 

関 係 人 -

 
傍聴の可否 可・不可・一部不可 傍聴者数 ０名

 傍聴不可・一部不可

の場合はその理由

　 

　
 

会 議 次 第 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　開会 

 

２　議題 

（１）議案第１号（付議） 

阪神間都市計画用途地域の変更について（川西市決定） 

 

（２）議案第２号（付議） 

阪神間都市計画地区計画（阪急日生ニュータウン（川西市）地区計

画）の変更について（川西市決定） 

 

（３）議案第３号（付議） 

阪神間都市計画特別用途地区の変更について（川西市決定） 

 

３　閉会 

 

 

 

 

 

 

 
会 議 結 果 

 

 

２　議題 

（１）答申　案のとおり承認されました 

（２）答申　案のとおり承認されました 

（３）答申　案のとおり承認されました 
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令和７年度　第４回川西市都市計画審議会　審議結果　(Ｒ８.３.17) 

 

  

 

 

司　会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議　長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.開会 

 

令和７年度第４回川西市都市計画審議会を開催させていただきます。 

 

委員の出欠についてご報告をさせていただきます。 

委員17名のうち、本日ご出席いただいておりますのは、Ｗｅｂで８名、会場に５名、

合計13名でございます。従いまして半数以上の出席を得ておりますので、川西市都市

計画審議会条例第６条第２項の規定に基づき、本日の審議会は成立いたしましたこと

をご報告申し上げます。 

なお、市役所別室に設けております傍聴者用の会議室には、現在のところ傍聴者は

来られておりません。 

 

本日は議案が３件ありますが、主に兵庫県の区域区分変更に伴う変更となっており、

本日3月17日付けで川西市長より付議されております。 
同じ地区での都市計画変更となりますので、議案第１号から第３号までを合わせて

説明していただき、採決は１件ずつ行わせていただきます。 
 

２.議題 

 

≪事務局　説明≫ 

議案第１号（付議） 

「阪神間都市計画用途地域の変更について」（川西市決定） 

 
議案第２号（付議） 

「阪神間都市計画地区計画（阪急日生ニュータウン（川西市）地区計画）の変更

について」（川西市決定） 

 

議案第３号（付議） 

「阪神間都市計画特別用途地区の変更について」（川西市決定） 

 

ご意見、ご質問はありますか。 

 

ご意見、ご質問がないようなので、採決に移らせていただきます。 

 

議案第１号「阪神間都市計画用途地域の変更」につきまして、案のとおり答申する

ことにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

ご異議はないということですので、議案第１号は案のとおり承認をさせていただき

ます。 

本審議会で承認された内容を、川西市長に答申させていただきます。画面に答申を

表示しておりますのでご確認ください。 

 

議案第２号「阪神間都市計画地区計画（阪急日生ニュータウン（川西市）地区計画）

の変更」につきまして、案のとおり答申することにご異議ございませんか。 
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議　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議　長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議　長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

（「異議なし」の声） 

 

ご異議はないということですので、議案第２号は案のとおり承認をさせていただき

ます。 

本審議会で承認された内容を、川西市長に答申させていただきます。画面に答申を

表示しておりますのでご確認ください。 

 

議案第３号「阪神間都市計画特別用途地区の変更」につきまして、案のとおり答申

することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

ご異議はないということですので、議案第３号は案のとおり承認をさせていただき

ます。 

本審議会で承認された内容を、川西市長に答申させていただきます。画面に答申を

表示しておりますのでご確認ください。 

 

３.閉会 

 

審議会委員の委嘱についてご案内いたします。 

現在、都市計画審議会では17名の委員の方々に委嘱をさせていただいておりますが、

この３月末を持って任期満了となります。任期満了を迎える今年度最後の審議会とな

りますため、本審議会の締めくくりとして、会長から一言頂戴できますでしょうか。 

 

これで一旦任期満了となります。都市計画審議会では都市計画決定において大変重

要な案件審議をさせていただきましたが、皆様の力をお借りし、無事に終了すること

ができました。今回は５年に一度の県の区域区分の変更があり、通年より案件が多く

ありましたが、色々なご意見を賜りましてありがとうございました。 

次期につながる委員につきましては、今後とも都市計画審議会をよろしくお願いし

ます。 

 

委員の皆様におかれましては、次期の委嘱に向けて、現在、推薦のお願いなど準備

を進めております。引き続きお手数をおかけいたしますが、ご協力のほど何卒よろし

くお願い申し上げます。 

 

本日は貴重なお時間の中、ご審議をいただきありがとうございました。 

これをもちまして、令和７年度第４回川西市都市計画審議会を終了させていただきま

す。 

次回、令和８年度第１回の都市計画審議会は令和８年５月２５日を予定しておりま

す。引き続き委員にご就任いただく皆様におかれましては、来年度もどうぞよろしく

お願いいたします。 

本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


